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４号営業
届出 書類の作成を代行します。

政令改正に伴う４号営業の届出期間は、2011年1月１日～１月31日です。
１月31日を過ぎると、既得権は得られません。
届出には、所定の様式で作成する書類の他に、登記関係の書類や
図面等も必要です。

風営法の政令改正により、４号営業の該当要件が追加・拡大されました。
これにより、新たに４号営業に該当することになるホテルに対しては、2011年１月１
日～１月31日までの間に、４号営業の届出をすれば、既得権が認められることにな
りました。
４号営業の届出には、所定の様式に沿って作成した書類のほか、各種書類等の
添付も必要になります。これら届出に必要な書類の作成を、忙しい経営者に代
わって専門家が代行いたします。
渡辺経営労務管理事務所は、各種許認可申請や社会保険及び労働保険の手
続き、労働問題の相談等において、これまでも、お客様の目的達成のために、必要
な情報や的確なアドバイスを提供してまいりました。
届出の期間は、2011年１月１日～１月31日までと短期間です。この間に多くの営業
者が届出を行なうことが予測されます。お早目のご連絡をお待ちしております。ま
た、さまざまな疑問点、不安点についても、お気軽にご相談ください。
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事務所名 渡辺経営労務管理事務所
代表者名 渡辺 佳哉（わたなべ・よしちか）

所 在 地 〒331-0813　埼玉県さいたま市北区植竹町1-628
連 絡 先 TEL.048-663-4168　FAX.048-663-4570
営業時間 9:00～18:00、 休日：土・日祝日
設　　立 1991年11月
取扱業務 各種許認可申請
  （性風俗関連特殊営業届出、風俗営業許可、建築業許可、古物商許可、
    産業廃棄物処理業許可、等）、
  社会保険・労働保険等の手続き、労働問題の相談、等

お問合せ Eメール： watanabe@sharoushi.gr.jp
※対応範囲は1都６県（東京、神奈川、埼玉、千葉、茨城、群馬、栃木）です。
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［事務所概要］


